
JP 3171908 U 2011.11.24

10

(57)【要約】
【課題】例えば、車椅子などで比較的に高い段差を乗り
越えるときに長い直線スロープを作らず、狭い場所でも
該段差を乗り越えるときに中継台としても使用でき、し
かも、コンパクトに折り畳んでどこへでも持ち運べる折
り畳み可能なステージを提供することにある。
【解決手段】折り畳み可能なステージ１０は、４つの側
面形成体３１～３４からなる四角形の折り畳み可能な支
持フレーム本体３０の上部に折り畳み可能なステージ板
１１を着脱可能に配置して構成されている。支持フレー
ム本体３０は、相対向する第１及び第２側面形成体３１
，３２のそれぞれが、相互に隣接する第３及び第４側面
形成体の幅方向端部どうしにヒンジ３９を用いて接続さ
れており、相対向する第３及び第４側面形成体３３，３
４が、それぞれの幅方向中間部で折り畳み可能にヒンジ
４０を用いて接続された２つの側面構成部３５～３８に
より構成されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　相対する一対の第１及び第２側面形成体と、これら２つの第１及び第２側面形成体のそ
れぞれ一方の幅方向端部どうし間に配置された第３側面形成体と、前記第１及び第２側面
形成体のそれぞれ他方の幅方向端部どうし間に配置され、前記第３側面形成体に対向する
第４側面形成体とからなる四角形の支持フレーム本体と、この支持フレーム本体の上部に
着脱可能に配置されて床板となるステージ板とを備え、
　相互に隣接する前記側面形成体の前記幅方向端部どうしのそれぞれが、折り畳み可能に
ヒンジを用いて接続されており、相対向する前記第３側面形成体と前記第４側面形成体が
、それぞれの幅方向中間部で折り畳み可能にヒンジを用いて接続された２つの側面構成部
から構成されていることを特徴とする折り畳み可能なステージ。
【請求項２】
　前記第１及び第２側面形成体のそれぞれが、４本の棒状のフレームを額縁状に結合して
構成されており、前記第３及び第４側面形成体をそれぞれ構成する２つの前記側面構成部
のそれぞれが、４本の棒状のフレームを額縁状に結合して構成されている請求項１に記載
された折り畳み可能なステージ。
【請求項３】
　前記折り畳み可能なステージが、前記ステージ板に着脱自在に取り付けられる脱落防止
柵を備えている請求項１又は２に記載の折り畳み可能なステージ。
【請求項４】
　前記ステージ板が、裏面側に取り付けられたガイド部材を備え、前記ステージ板が、直
方体形状に広げられた前記支持フレーム本体の上部に取り付けられるとき、前記ガイド部
材が前記支持フレーム本体の上部に画成される四角形の開口部に緊密に嵌合するように取
り付けられている折り畳み可能なステージ。
【請求項５】
　前記ステージ板が、少なくとも２つ又はそれ以上の板部材をヒンジ装置で接続して折り
畳み可能に構成されている請求項１～４のいずれかに記載の折り畳み可能なステージ。
【請求項６】
　前記ガイド部材が、鋼材で形成されたアングル材若しくはチャンネル材で構成されてい
る請求項４に記載の折り畳み可能なステージ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、折り畳み可能なステージに関し、更に詳細には、例えば、車椅子などで段差
を通過する際、その途中に台を設置し、この台を中継してその方向を転換するか直進し、
或いはさらに高い位置まで移動する中継台として使用できる折り畳み可能なステージに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車椅子などで、段差のある場所を通過する場合、一般的には、渡し板を架け渡し
てスロープ（傾斜通路）を作り、このスロープを利用して段差を乗り越えている。しかし
ながら、車椅子が、このようなスロープを通行して段差を乗り越える場合、その勾配にお
のずから限界があり、車椅子が介助者に押されてこのスロープを通過し得る角度はおおよ
そ１０度～１５度程度までとされている。従って、高さが比較的に高い段差の場合には、
スロープの勾配を緩くするため、相当に長いスロープが必要となる。通常、車椅子用に準
備されている渡し板は、その用途の目的からしてそれ程長いものはなく、そのため、車椅
子により高さが比較的に高い段差を乗り越える場合には、中継台を設置し、この中継台に
渡し板を掛けて車椅子を該中継台まで上げ、そこから更に渡し板を使ってそれより高い位
置に移動する、という手法をとっていた。このような手法は、特許文献１の図１１に開示
されており、既によく知られている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２９３１９５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の図１１に図示されている中継台については、非常に重く、
また大型であるため持ち運びや保管に非常に不便である、という問題点が該特許文献１で
も指摘されている。特許文献１では、このような中継台の問題点を解決するため、中継台
を使用しないで所定高さの段差を乗り越えるべく複数の渡し板を連結する結合装置を提供
し、この結合装置により長いスロープを作り、以ってスロープの勾配を小さくしようとす
るものである。
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された結合装置では、複数の渡し板が同方向に結合されるこ
とから、結合により形成されたスロープは相当に長くなる。そのため、段差の正面側にこ
のような長いスロープを設置するスペースがない場所ではまったく利用するができない、
という問題があった。従って、車椅子が、比較的に狭い場所で高さのある段差を乗り越え
るには、中継台が非常に便利でかつ重要な用具となることは明らかである。このような理
由から、折り畳んで手軽に収納或いは持ち運びができる中継台の提供が望まれていた。
【０００６】
　本考案の目的は、かかる従来の問題点を解決するためになされたものであって、例えば
、車椅子などで比較的に高い段差を乗り越えるときに長い直線スロープを作らず、狭い場
所でも該段差を乗り越えるときに中継台としても使用でき、しかも、コンパクトに折り畳
んでどこへでも持ち運べる折り畳み可能なステージを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の折り畳み可能なステージは、相対する一対の第１及び第２側面形成体と、これ
ら２つの第１及び第２側面形成体のそれぞれ一方の幅方向端部どうし間に配置された第３
側面形成体と、前記第１及び第２側面形成体のそれぞれ他方の幅方向端部どうし間に配置
され、前記第３側面形成体に対向する第４側面形成体とからなる四角形の支持フレーム本
体と、この支持フレーム本体の上部に着脱可能に配置されて床板となるステージ板とを備
え、相互に隣接する前記側面形成体の前記幅方向端部どうしのそれぞれが、折り畳み可能
にヒンジを用いて接続されており、相対向する前記第３側面形成体と前記第４側面形成体
が、それぞれの幅方向中間部で折り畳み可能にヒンジを用いて接続された２つの側面構成
部から構成されていることを特徴としている。
【０００８】
　本考案に係る折り畳み可能なステージの他の実施態様としては、前記第１及び第２側面
形成体と、前記第３及び第４側面形成体をそれぞれ構成する２つの前記側面構成部とが、
各々４本の棒状のフレームを額縁状に結合して構成されている。
【０００９】
　本考案に係る折り畳み可能なステージの他の実施態様としては、前記ステージ板に着脱
自在に取り付けられる脱落防止柵を備えている。
【００１０】
　本考案に係る折り畳み可能なステージの他の実施態様としては、前記ステージ板が、裏
面側に取り付けられたガイド部材を備え、前記ステージ板が、直方体形状に広げられた前
記支持フレーム本体の上部に取り付けられるとき、前記ガイド部材が前記支持フレーム本
体の上部に画成される四角形の開口部に緊密に嵌合するように取り付けられている。さら
に、本考案に係る折り畳み可能なステージの他の実施態様として、前記ステージ板が、少
なくとも２つ又はそれ以上の板部材をヒンジ装置で接続して折り畳み可能に構成されてい
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る。また、本考案に係る折り畳み可能なステージの他の実施態様として、前記ガイド部材
が、鋼材で形成されたアングル材若しくはチャンネル材で構成されている。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案の折り畳み可能なステージによれば、例えば、車椅子が比較的に高い段差を乗り
越えなければならないときに中継台を必要とするが、そのような場合、折り畳まれている
支持フレーム本体を展開し、その上にステージ板を乗せることにより、この考案のステー
ジを中継台として使用すべく非常に簡単に組み立てて使用できる。このように車椅子通行
時の中継台として用いることができる本考案の折り畳み可能なステージは、折り畳めるよ
うに構成された支持フレーム本体を備えていることから、不使用時にはコンパクトに折り
畳んでおくことができるため持ち運びが容易で、かつ保管するときでも大きなスペースを
必要としない。
【００１２】
　また、本考案の折り畳み可能なステージによれば、第１及び第２側面形成体のそれぞれ
が、少なくとも４本の棒状のフレームを額縁状に結合して構成され、また、第３及び第４
側面形成体をそれぞれ構成する２つの側面構成部のそれぞれも、同様に４本の棒状のフレ
ームを額縁状に結合して構成されているので、非常に軽量であり、その結果、持ち運びや
組み立てが容易で、しかも組み立て時にその労力や時間を軽減することができる。
【００１３】
　また、本考案の折り畳み可能なステージによれば、ステージ板に着脱自在に取り付けら
れる脱落防止柵を備えていることから、このような折り畳み可能なステージであっても脱
落防止柵を容易に取り付けることができ、これにより、かかるステージを使用する際の安
全性を高めることができる。
【００１４】
　また、本考案の折り畳み可能なステージによれば、ステージ板が、平面で見て四角形状
に広げられた支持フレーム本体の上部に取り付けられるとき、ステージ板の裏面に設けら
れたガイド部材が支持フレーム本体の上部に画成される四角形の開口部に緊密に嵌合する
ので、このステージを中継台として使用しているときに、ステージ板が支持フレーム本体
から簡単に外れるようなことがない。さらに、ステージ板は、少なくとも２つ又はそれ以
上の板部材をヒンジ装置で接続して折り畳み可能に構成されているので、不使用時にはこ
れもコンパクトに収納できステージの持ち運びを容易にしている。さらにまた、本考案の
折り畳み可能なステージによれば、ガイド部材が、鋼材で形成されたアングル材若しくは
チャンネル材で構成されているので、車椅子がステージ板上に乗ってその方向を転換する
場合にも支持フレーム本体から外れることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本考案の一実施形態に係る持ち折り畳み可能なステージを示す斜視図。
【図２】図１に示される折り畳み可能なステージを構成する支持フレーム本体を示す平面
図。
【図３】図２に示される支持フレーム本体を折り畳んでいる途中の状態を示す斜視図。
【図４】図２に示される支持フレーム本体に載せる折り畳み可能なステージ板の断面図。
【図５】ステージ板を構成する２つの板部材を２つのテープで連結する状態を示す断面図
。
【図６】脱落防止柵をステージ板に着脱可能に取り付けるべくその支柱に設けられた挿入
棒をステージ板の穴に挿入した状態を示す部分的な断面図。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本考案の折り畳み可能なステージを添付の図に示された好適な実施形態について
さらに詳細に説明する。ここでは、本考案の折り畳み可能なステージの好適な実施形態と
して、車椅子が所定高さの段差を乗り越えるときに使用される中継台を例にして説明する
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。本考案の一実施形態に係る折り畳み可能なステージ１０は、図１に示されるように、ほ
ぼ四角形状をした所定厚みのステージ板１１と、このステージ板１１をその下面側から支
持すべく配置され、ステージ板１１が載る上部側から見て四角形状の支持フレーム本体３
０とから構成されている。支持フレーム本体３０は、相対する一対の第１及び第２側面形
成体３１，３２と、これら２つの第１及び第２側面形成体３１，３２のそれぞれ一方の幅
方向端部３１ａ，３２ａどうし間に配置された第３側面形成体３３と、第１及び第２側面
形成体３１，３２のそれぞれ他方の幅方向端部３１ｂ，３２ｂどうし間に配置され、第３
側面形成体３３に対向する第４側面形成体３４とから構成されている。
【００１７】
　さらに具体的に説明すると、第１及び第２側面形成体３１，３２は、それぞれ断面四角
形の４本の鋼材を額縁状に組み合わせて形成されている。第１側面形成体３１は、図１及
び図２から明らかなようにその幅方向各端部３１ａ，３１ｂにおける一方の各側面が、第
３側面形成体３３の一方の幅方向端部３３ａにおける端面と、第４側面形成体３４の一方
の幅方向端部３４ａにおける端面とに当接し、それら隣接する端部どうしは内側に取り付
けたヒンジ即ち蝶番３９により屈折可能に連結されている。同様に、第２側面形成体３２
も、その幅方向各端部３２ａ，３２ｂにおける一方の各側面が、第３側面形成体３３の他
方の幅方向端部３３ｂにおける端面と、第４側面形成体３４の他方の幅方向端部３４ｂに
おける端面とに当接し、それら隣接する端部どうしが内側に取り付けたヒンジ即ち蝶番３
９により屈折可能に連結されている。これにより、支持フレーム本体３０は、前述したよ
うにステージ板１１が載る上部側から見て四角形状の台座を形成することになる。
【００１８】
　第３側面形成体３３は、２つの側面構成部３５，３６から形成されている。すなわち、
各側面構成部３５，３６は、断面四角形の４本の鋼材を額縁状に連結して形成され、側面
構成部３５の幅方向端部側に位置する一方の側枠部３５ｂと側面構成部３６の幅方向端部
側に位置する一方の側枠部３６ａとの各端面どうしが接するように並べられ、隣接する２
つの側枠部３５ｂ，３６ａの外側面に取り付けられたヒンジ即ち蝶番４０により屈折可能
に連結されて第３側面形成体３３とされている。また、第４側面形成体３４は、２つの側
面構成部３７，３８から形成されている。すなわち、各側面構成部３７，３８は、断面四
角形の４本の鋼材を額縁状に連結して形成され、側面構成部３７の幅方向端部側に位置す
る一方の側枠部３７ｂと側面構成部３８の幅方向端部側に位置する一方の側枠部３８ａと
の各端面どうしが接するように並べられ、隣接する２つの側枠部３７ｂ，３８ａの外側面
に取り付けられたヒンジ即ち蝶番４０により屈折可能に連結されて第４側面形成体３４と
されている。
【００１９】
　このように構成された支持フレーム本体３０では、第３側面形成体３３を構成している
２つの側面構成部３５，３６どうしがヒンジ４０で連結され、かつ第３側面形成体３３の
両端部３３ａ，３３ｂでもある各側面構成部３５，３６の各端部３５ａ，３６ｂと第１及
び第２側面形成体３１，３２の端部３１ａ，３２ａとがヒンジ３９で連結されていること
から、第３側面形成体３３がその幅方向中間部で内方側に屈折可能となる。また、第４側
面形成体３４を構成している２つの側面構成部３７，３８どうしもヒンジ４０で連結され
、かつ第４側面形成体３４の両端部３４ａ，３４ｂである各側面構成部３７，３８の各端
部３７ａ，３８ｂと第１及び第２側面形成体３１，３２の端部３１ｂ，３２ｂとがヒンジ
３０で連結されていることから、第４側面形成体３４もまたその幅方向中間部で内方側に
屈折可能となる。その結果、支持フレーム本体３０は、ステージ板１１が載る上部側から
見て四角形状の状態から、それぞれ所定の厚みを持った板状を呈している各側面形成体３
１，３２，３３，３４を重ねた状態に折り畳むことができ、また逆に、そのような状態に
折り畳まれた支持フレーム本体３０を図１に示される直方体形状に広げてステージ板１１
のための台座とすることができる。
【００２０】
　支持フレーム本体３０を構成している４つの側面形成体３１～３４における平坦な上面
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部には、その内方側にステージ板１１の外周部を嵌め込んで載せるための凹部４１が形成
されている。すなわち、この凹部４１は、各側面形成体３１～３４それぞれの上面部内側
寄りに形成されたＬ字状の切欠き部４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，４１ｄによって形成されて
いる。個々の側面形成体について更に具体的に説明すると、支持フレーム本体３０は、前
述したように第３側面形成体３３とこれに対向する側に配置された第４側面形成体３４と
のそれぞれが、第１側面形成体３１とこれに対向する側に配置された第２側面形成体３２
との各端部間に挟まれて構成されているので、第３及び第４側面形成体３３，３４につい
てはその幅方向全長に亘って切欠き部４１ｃ，４１ｄが上面部内側寄り形成され、他方、
第１及び第２側面形成体３１，３２については、図２から明らかなように両端部側を僅か
に残した状態で切欠き部４１ａ，４１ｂが形成されている。
【００２１】
　すなわち、切欠き部４１ａ，４１ｂが「第１及び第２側面形成体３１，３２の両端部側
を僅かに残した状態で形成される」とは、切欠き部４１ａ，４１ｂの幅方向両端面が、各
側面形成体３１，３２，３３，３４を前述したように平面で見て四角形に組み立てたとき
、隣接する第３及び第４側面形成体３３，３４の上面部に形成された切欠き部４１ｃ，４
１ｄの内方に向いた側面と同一面になる位置にあり、その位置より幅方向外側には切欠き
部が形成されていない、ことを意味している。また、これらの切欠き部４１ａ～４１ｄに
より形成される凹部４１の深さは、この凹部４１に嵌め込まれるステージ板１１の厚みに
ほぼ一致する。
【００２２】
　ステージ板１１は、繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）から形成されたほぼ同じ大きさ及
び厚さの２枚の板部材１２，１３を折り畳み可能に接続して構成されている。各板部材１
２，１３は、表面１２ａ，１３ａ及び裏面１２ｂ，１３ｂ、対向する側面１２ｃ，１２ｄ
、１３ｃ，１３ｄ及び対向する端面１２ｅ，１２ｆ，１３ｅ，１３ｆの六面を備える所定
厚さの直方体である。これらの板部材１２，１３は、それぞれの表面１２ａ，１３ａと裏
面１２ｂ，１３ｂとは平坦（平滑）に形成され、また、各側面１２ｃ，１２ｄ，１２ｅ，
１２ｆ、１３ｃ，１３ｄ，１３ｅ，１３ｆも平坦（平滑）に形成されている。
【００２３】
　これら２枚の板部材１２，１３は、それぞれの側面１２ｄ，１３ｃが対面するように対
峙させられ、それら各側面１２ｄ，１３ｃ間に僅かな間隙部１４を形成するように接近し
て並べられた状態で可撓性を有する合成樹脂製の第１テープ１５及び第２テープ１６によ
り接続されている。これら第１テープ１５及び第２テープ１６を用いた板部材１２，１３
どうしの接続構造について詳細に説明すると、第１テープ１５は、図４の断面図及び図５
の拡大図から明らかなように板部材１２の側面１２ｄと板部材１３の側面１３ｃを近接対
峙させた時に形成される間隙部１４を跨いで両板材１２，１３の各表面１２ａ，１３ａに
接着剤又は粘着剤で貼り付けられる。
【００２４】
　また、第２テープ１６は、間隙部１４で対面している両板部材１２，１３の各側面１２
ｄ，１３ｃに接着剤又は粘着剤で貼り付けられ、更にその第２テープ１６の幅方向側方部
１６ａ，１６ｂが各板部材１２，１３の裏面１２ｂ，１３ｂにも及んで接着剤又は粘着剤
で貼り付けられている。そして、間隙部１４では第１テープ１５と第２テープ１６とが、
相互に貼り合わされている。図４及び図５では、第１テープ１５と第２テープ１６とが間
隙部１４で相互に接合している部分を符号１７で示す。
【００２５】
　可撓性を有する合成樹脂製の第１テープ１５と第２テープ１６で２つの板部材１２，１
３を連結する際のこれらテープ１５，１６の貼り付け方について説明すると、図４に示さ
れるように隣接する板部材１２，１３を、それぞれの一側面１２ｄ，１３ｃが対面するよ
うに対峙させ、それら各側面１２ｄ，１３ｃ間に僅かな間隙部１４が形成されるように接
近して並べる。そして、第１テープ１５が、側面１２ｄ，１３ｃ間の間隙部１４を跨ぐよ
うに、かつこの間隙部１４に沿って両板部材１２，１３の長さ方向に亘ってその表面１２
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ａ，１３ａに接着剤又は粘着剤により貼り付けられる。次いで、図５に示されるように第
１テープ１５で仮接続された両板部材１２，１３が、第１テープ１５の間隙横断部分をヒ
ンジ部として２つの板部材１２，１３の表面１２ａ，１３ａどうしが対面するように旋回
させられる。
【００２６】
　このように第１テープ１５により仮接続された２つの板部材１２，１３が、それらの表
面１２ａ，１３ａどうしを対面させるように折り畳まれると、図５に示されるように対面
していた側面１２ｄ，１３ｃが同じ平面上に位置することになる。そこで、第２テープ１
６が、両側面１２ｄ，１３ｃに、対面している表面１２ａ，１３ａ間の間隙部を跨ぐよう
に側面１２ｄ，１３ｃの長さ方向に亘って接着剤又は粘着剤により貼り付けられる。これ
により、第２テープ１６は、２つの板部材１２，１３の両側面１２ｄ，１３ｃに貼り付け
られると共に、間隙部１４を横断する部分では、間隙部１４を跨いで表面１２ａ，１３ａ
に貼り付けられた第１テープ１５の間隙横断部と貼り合わされ、その結果、間隙部１４に
は２つのテープ１５，１６どうしの接合部１７が形成される。
【００２７】
　この接合部１７は、２枚の板部材１２，１３を連結するだけではなく、図１に示される
ように各表面１２ａ，１３ａがほぼ連続する平面になるように広げ、また、各表面１２ａ
，１３ａを重ね合わせるべく折り畳むときの各板部材１２，１３の旋回中心、即ちヒンジ
部としても機能する。このヒンジ部を兼ねた連結部は、第１テープ１５と第２テープ１６
とが相互に接合されている結果、非常に強靱である。
【００２８】
　ところで、第２テープ１６は、ステージ板１１が、図５に示されるように各板部材１２
，１３の表面１２ａ，１３ａどうしを対面させるように折り畳まれたとき、表面１２ａ，
１３ａ間の間隙部を挟んでその両側に位置する両側面１２ｄ，１３ｃの全幅寸法Ｗより大
きい幅寸法を有している。従って、表面１２ａ，１３ａ間の間隙部を跨いで側面１２ｄ，
１３ｃに、その長さ方向に亘り接着剤又は粘着剤によって貼り付けられた第２テープ１６
の幅方向側方部は各板部材１２，１３の各側面１２ｄ，１３ｃからはみ出す。このはみ出
した幅方向側方部即ちテープ部分１６ａ，１６ｂは各板部材１２，１３の裏面側に折り返
されて裏面１２ｂ，１３ｂに貼り付けられる。
【００２９】
　２つの板部材１２，１３を連結する第１テープ１５及び第２テープ１６としては、間隙
部１４を横断する方向、即ちテープの幅方向に延びる多数の補強繊維（糸）の入っている
テープを用いることができる。このように各テープ１５，１６にその幅方向に延びる多数
の補強繊維を入れると、各テープ１５，１６における幅方向への引っ張り力に対する強度
が高くなるため間隙部１４での２つのテープ１５，１６の接合部１７の強度が更に高まり
、２つの板部材１２，１３の連結作用及びヒンジ作用の耐久性をより向上させることがで
きる。さらに、第１テープ１５及び第２テープ１６に、間隙部１４に沿って延びる方向、
即ちテープ１５，１６の長さ方向に延びる多数の補強繊維（糸）を入れたテープを用いる
ことも好ましく、このようなテープを用いた場合にはテープ自体の引っ張り強度がより大
きくなることから、間隙部１４に形成される接合部１７の強度はより一層高くなる。
【００３０】
　ところで、長さ方向及びこれに直交する幅方向に補強用の縦糸横糸を入れたテープとし
ては、例えば、一面に予め粘着剤が塗布されて巻き取られている布粘着テープと称される
ものをはじめとして市販されている種々のテープ、例えば、ポリエステル不織布を補強材
に使用したポリエステルフィルムに粘着剤を塗布したストロングテープ（日東電工ＣＳシ
ステム株式会社製）を第１テープ１５及び第２テープ１６として使用することができる。
勿論、市販されている他の布粘着テープなどを使用することもできる。
【００３１】
　このようなステージ板１１の裏面には、該ステージ板１１を支持フレーム本体３０の凹
部４１に嵌め込む際のガイド部材１８が補助的に取り付けられている。このガイド部材１
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８は、断面コ字型をしたチャンネル鋼材を用いて構成され、図６に示されるようにステー
ジ板１１を支持フレーム本体３０の上部に形成されている凹部４１に嵌め込んだときに各
側面構成体３１，３２，３３，３４の内側面に接触する位置に取り付けられている。もち
ろん、ステージ板１１は、前述したように２枚の板部材１２，１３を折り畳み可能に接続
しているので、その接続部を横断するガイド部材１８は、それぞれの板部材１２，１３ご
とに分かれている。このようなチャンネル鋼材からなるガイド部材１８は、ステージ板１
１が支持フレーム本体３０の上部における凹部４１に嵌め込まれたときに各側面形成体３
１～３４の内側に接する位置に部分的に取り付けられていてもよく、或いはステージ板１
１の裏面を平面的に見て四角形の環状を呈するように全周に取り付けられていてもよい。
【００３２】
　この実施形態では、ステージ板１１が、支持フレーム本体３０の上部枠部材上面に形成
された切欠き部４１ａ～４１ｄにより構成される凹部４１に落とし込まれるように載せら
れるため、前述したガイド部材１８がなくてもステージ板１１が支持フレーム本体３０か
ら外れることはないが、凹部４１を形成している切欠き部の寸法誤差から生じるかもしれ
ないステージ板１１のがたつきなどを防止することができる。本考案の折り畳み可能なス
テージ１０では、支持フレーム本体３０の上部枠上面に切欠き部を形成して凹部４１とし
、この凹部４１にステージ板１１を落とし込むようにしたが、本考案では、このような凹
部４１はかならずしも必要ではなく、単に支持フレーム本体３０の上部枠上面を支持体と
してそこにステージ板１１を載せるようにしてもよく、そのような場合にはガイド部材１
８がステージ板１１の支持フレーム本体３０からの位置ずれを防ぐことになる。
なお、このようなガイド部材は、断面Ｌ形のアングル鋼材を使用して形成することもでき
る。
【００３３】
　さらに、この折り畳み可能なステージ１０は、ステージ板１１に着脱可能に取り付けら
れる脱落防止柵１９を備えている。この脱落防止柵１９は、真っ直ぐな棒材１９ａと、４
本の支柱１９ｂとから構成され、各支柱１９ｂの一端が棒材３２ａの長手方向にほぼ等間
隔に接続された櫛形状を呈している。各支柱１９ｂの他端には、支柱１９ｂより小径の挿
入棒１９ｃが支柱１９ｂから連続するように取り付けられている。他方、ステージ板１１
の表面における各側縁部には、脱落防止柵１９を着脱可能に取り付けるため、これら各側
縁部に沿ってそれぞれ４つの挿入穴２０が形成されている。
【００３４】
　具体的には、ステージ板１１の一側縁部に形成された４つの挿入穴２０は、脱落防止柵
１９の４つの支柱１９ｂから延びる各挿入棒１９ｃが同時に挿入可能なように４つの支柱
１９ｂの間隔と同じ間隔で形成され、かつステージ板１１の裏面に設けられているガイド
部材１８の直上からこのガイド部材１８を貫通して形成されている。これにより、この折
り畳み可能なステージ１０を車椅子用の中継台として使用するとき、不要な進路を脱落防
止柵１９により塞ぐことができるので、ステージ板１１の上に移動してきた車椅子が誤っ
て間違った進路に進んで中継台から落ちるのを防止することができる。
【００３５】
　次に、この折り畳み可能なステージ１０が車椅子用の中継台として使用されるときの使
用方法について説明する。不使用状態のステージ１０は、前述したように折り畳まれて保
管場所に格納されているか、若しくは車椅子と共に車両などに乗せて搬送される。車椅子
が１つの渡し板では乗り越えることができない段差などを通行しなければならないときに
は、折り畳まれていた支持フレーム本体３０が広げられ、同様に折り畳まれていたステー
ジ板１１も広げられて支持フレーム本体３０の凹部４１に嵌め込まれる。そして、組み立
てられたステージ１０が段差の近傍に配置され、地面とステージ１０上に渡し板（図示せ
ず）が掛けられる。車椅子は、ステージ１０上で９０度方向転換をして段差を乗り越える
場合と、ステージ１０から更に直進して段差を乗り越える場合とがあるので、その時の予
定進路即ちステージ１０を通過して向かう方向の進路には２つ目の渡し板が掛けられる。
次いで、ステージ１０から次の進路となる方向以外の方向には必要に応じた数の脱落防止
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柵１９がステージ板１１に装着される。
【００３６】
　このようにして車椅子がステージ１０を中継台として所定の段差を乗り越えた後には、
ステージ板１１から脱落防止柵１９を外した後、支持フレーム本体３０からステージ板１
１を外して折り畳み、次に、支持フレーム本体３０も図３に示されるように相対向する側
面形成体２３，２４それぞれを幅方向中間部のヒンジ４０により内方へ屈曲されて各側面
形成体２１，２２，２３，２４が折り重なるように折り畳まれる。これによりステージ１
０は、折り畳まれた支持フレーム本体３０と、折り畳まれたステージ板１１と、脱落防止
柵１９とになるので、これらをまとめて保管場所に格納するか、或いは車椅子と共に車両
に乗せて運搬する。
【００３７】
　なお、ステージ板１１を構成する各板部材１２，１３の表面１２ａ，１３ａには、車椅
子が通行する際の滑り止め手段（図示せず）を設けることも好ましい。このような滑り止
め手段は、例えば、ゴム製のシートなどからなる薄い滑り止め材を各板部材１２，１３の
表面１２ａ，１３ａのほぼ全面に貼り付けるか、或いはゴム製の帯材を板部材１２，１３
の表面１２ａ，１３ａにその長手方向に等間隔に並べて接着するなどして構成することが
できる。また、板部材１２，１３が繊維強化プラスチックで形成されるとき、その表面に
無数の微少突起を直接成形することで滑り止め手段とすることもできる。
【００３８】
　また、前述したステージ板１１は、図１から明らかなように２枚の板部材１２，１３が
、それらの対向する側面１２ｄ，１３ｃどうしを第１テープ１５及び第２テープ１６で接
続したものであったが、このステージ板１１は、上述した例に限定されるものではなく、
板部材が３枚以上であってもよい。さらに、前述した実施形態に係る折り畳み可能なステ
ージ１０では、支持フレーム本体３０を構成している各側面形成体３１～３４が、角材を
額縁状に組み立てた形成されたものであったが、本考案ではこのような側面形成体に限定
されるものではなく、板状の部材によって側面形成体を構成することもできる。
【００３９】
　以上説明したように、本考案の折り畳み可能なステージによれば、例えば、車椅子が比
較的に高い段差を乗り越えなければならないときに中継台を必要とする場合、折り畳まれ
ている支持フレーム本体を展開し、その上にステージ板を乗せることにより、この考案の
折り畳み可能なステージを非常に簡単に組み立てて中継台として使用できる。このように
車椅子通行時の中継台として用いることができる本考案の折り畳み可能なステージは、折
り畳めるように構成された支持フレーム本体を備えていることから、不使用時にはコンパ
クトに折り畳んでおくことができるため持ち運びが容易で、かつ保管するときでも大きな
スペースを必要としないなど多くの利点を備え、長い渡し板を使用することができない場
所での段差の乗り越え等に非常に便利である。
【００４０】
　さらに、前述した実施形態は、車椅子が段差を乗り越えるときの中継台として本考案の
折り畳み可能なステージを使用する例についてのものであったが、本考案の折り畳み可能
なステージは、収納時には非常にコンパクトに折り畳め、従って持ち運びが非常に容易で
あり、また使用時の組み立ても簡単であることから、前述したような中継台についての使
用に限定されず、例えばイベント会場での監視員の立ち台、演習会場での指揮者の立ち台
、或いは演説会場での立ち台などにも利用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　　折り畳み可能なステージ
　１１　　ステージ板
　１２，１３　　板部材
　１２ａ，１３ａ　　板部材の表面
　１２ｃ，１２ｄ，１３ｃ，１３ｄ　　板部材の側面
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　１５　　第１テープ
　１６　　第２テープ
　１７　　両テープどうしの接合部
　１８　　ガイド部材
　１９　　脱落防止柵
　３０　　指示フレーム本体
　３１　　第１側面形成体
　３２　　第２側面形成体
　３３　　第３側面形成体
　３４　　第４側面形成体
　３５，３６，３７，３８　　側面構成部
　３９，４０　　蝶番
　４１　　凹部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月16日(2011.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記ステージ板が、裏面側に取り付けられたガイド部材を備え、前記ステージ板が、直
方体形状に広げられた前記支持フレーム本体の上部に取り付けられるとき、前記ガイド部
材が前記支持フレーム本体の上部に画成される四角形の開口部に緊密に嵌合するように取
り付けられている請求項１～３のいずれかに記載の折り畳み可能なステージ。
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